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令和３年度 練馬区立光が丘第一中学校 学校経営計画

校長 山 谷 安 雄
Ⅰ 目指す学校像

『未来を切り拓く 心豊かで たくましい人 を育てる学校』

１ 生徒の自立を応援する学校

２ 教職員が教える喜びを感じる学校

３ 保護者・地域の方と歩む学校

近年、人とのコミュニケーションをとることが苦手な生徒や自分で些細なことも解決

できない生徒が多く見られるようになってきた。その中で「自立」を意識して、授業だ

けでなく行事や友達関係の中で成長できるように指導を心がけていく。いじめはいけな

いだけでなく、「人に優しく」を意識して、積極的に人と関われる生徒を育成してもら

いたい。多様性を認めることをあらゆる場面で考えていく。

１ 豊かな心を持ち、規範意識を身に付け、進んで社会に貢献できる人間を育成する。

２ 基礎的・基本的学力を身に付け、「生きる力」を身に付けた人間を育成する。

３ 健康や体力に関心を持ち、スポーツを楽しみ、自他共に安全な生活ができる人間を育成する。

上記のように、知・徳・体のバランスのとれた人間の育成を目指す。

Ⅱ 学校経営の基本方針

１ 学校教育目標

開校以来の教育方針（友愛、連帯、奉仕）を踏まえて、心身ともに健康で創造性豊かな

知得体の調和のとれた生徒の育成を目指し、次の三点を教育目標とする。

一 自主的に学び、考え、実行する人

一 心豊かで、ともに助け合う人

一 健康で、勤労を愛する人

学校教育目標を常に意識し、達成するための手段を具体的に考え、目標実現に努めたい。

２ 学校教育目標達成のための方針（中期的な目標）

①人権教育および豊かな心を育成する教育の推進

・人権尊重の精神から、いじめや体罰は人権侵害であるという意識をもち、「いじめ等対応支援

チーム」を活用し、いじめを根絶させる。また、教員の人権感覚を高め、日常生活から人権尊

重の意識を高めさせる。体罰は暴力行為であることを教職員自ら自覚し、体罰を根絶させる。

・不登校の未然防止、早期発見、早期対応のもと校内体制を更に整備する。スクールカウンセラ

ーや心のふれあい相談員、スクールソーシャルワーカー、関係機関との連携を緊密にし、生徒

の支援を行う。

②確かな学力の定着・向上や体力の向上および健康の保持増進を図り、主体的に学ぶ生徒を育てる

・練馬区小中一貫教育実践校として「課題改善カリキュラム」の作成および改訂、拡充を図り小

中の継続した授業を実践する。また、思考力・判断力・表現力等を育むために、読書活動や言

語活動を充実させる。ガイドラインに基づいた少人数・習熟度別指導では、個に応じた学習指

導を更に工夫し充実させる。

・ 新学習指導要領から知識の理解の質を高め、資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」

を行う。
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・ 基礎体力の向上を目指し、新体力テストの結果を活用し、個に応じた体育活動を充実させる。

生涯を通して自主的に健康づくりを実践する態度や安全な生活を送る基盤を培う。

③家庭および地域社会に信頼される学校づくりの推進

・学校における生徒の教育活動について説明責任を果たすとともに、適正な学校評価、学校関

係者評価を実施し、家庭および地域社会から信頼される学校づくりを推進する。また、開かれ

た学校づくりを通して、家庭や地域との連携を強化し、よき地域社会の形成者としての資質を

養うとともに、健全育成に努める。

３ 具体的 な方 策

○人権教育の推進

・教職員の人権感覚の向上では、人権教育プログラムを活用し、ふれあい月間前の５月と人権週間の

１１月に校内研修会を行う。

・心身の成長や発達について、道徳、理科、保健体育等と関連付け、正しい理解と発達段階に応じた

人権教育を行う。また、体罰を根絶し自己肯定感や自尊感情を育む。

○健全育成および命を大切にする教育の推進

・いじめ防止基本方針に従って学校いじめ対策推進教員といじめ等対応支援チームを中心に、いじめ

の早期発見・早期対応・早期解決に努める。また、年３回の練馬区ふれあい月間、１１月のいじめ一

掃取組月間の他、生徒主体の小中合同あいさつ運動や、いじめ防止シンボルマークの募集等を通して

いじめ撲滅に取り組む。

・「練馬区不登校対策方針」に基づく不登校生徒の解消および未然防止に向けた取組から、欠席生徒

を毎日把握する。特別支援教育コーディネーターを中心に校内委員会を毎週行い、スクールカウンセ

ラーや心のふれあい相談員、スクールソーシャルワーカーの助言を受け、共通理解のもと、組織的に

不登校の解消にあたる。

○確かな学力の定着と向上

・適正な評価・評定を実施するために、各種の学力調査の結果や学校評価を基に評価計画や評価規

準を作成する。生徒や保護者の理解が得られるように保護者会や学年集会で説明する。また、面談等

で学習成果を振り返り、課題を生徒や保護者と共有する。

○小中一貫教育の推進

・光が丘四季の香小学校との義務教育９年間にわたる小中一貫教育研究では、５つの分科会で課題解

決に向けて実践する。また、授業研究、研究協議を通して教科観や授業内容、授業方法を研究する。

○特別支援教育の充実

・特別支援教育コーディネーターを中心に生徒情報を把握し、養護教諭やスクールカウンセラー・心

のふれあい相談員等をメンバーとする校内委員会を毎週行う。各学年の支援を要する生徒や不登校傾

向の見られる生徒の情報を共有し、継続的な指導にあたる。月１回の巡回心理士が来校した際は、対

象生徒の観察と校内での具体的な支援内容を基に、適切な支援を行う。

○地域人材活用事業の実施

・学校・地域連携推進事業を行う。学校支援コーディネーターと連携して地域の人材を活用した学習

支援、校内環境の整備、各種行事等で連携を推進する。

○ ICT教育の推進
パソコン教室や教室のＩＣＴ機器を活用した授業を計画的に実践したり、生徒用タブレットを使用し

た授業を行ったりすることで、積極的に授業に取り入れる。


